
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所沢市自治連合会とは 

所沢市自治連合会・所沢市 

自治会・町内会 

加入のご案内 

所沢市イメージマスコット 

トコろん 

自治会・町内会の加入に関するお問合せは 

お住まいの自治会・町内会の役員へ 

 

● あなたの地区の自治会・町内会は 

                        です。 

   

    

● お問合せ先は 

 

 

Tel:                                          まで。 

発 行：所沢市自治連合会・所沢市 

事務局：所沢市 地域づくり推進課 

電 話：04-2998-9083 

所沢市自治連合会は、１１地区の自治会連合会（２５３自治会・町内会、

令和元年６月１日現在）で組織し、地域の安心・安全な明るいまちづくりと「住

みよいまち所沢」の実現をめざして、地域の様々な課題解決に取り組み、

地域と行政のパイプ役を務める団体です。 
 

【所沢市自治連合会の主な事業】 

・コミュニティ活動や、安全で安心して暮らせるまちづくりを推進する。 

・地域活動に功績があった団体及び功労者の表彰 

・未加入者の加入促進事業の実施    

・環境美化運動の推進 

・視察研修の実施           

・地区活動に対する支援 

・情報の交換      

・会報の発行     

 ・講演会の開催 

自治会・町内会は、皆さんに一番身近な

自治組織です。 

いざという時には日頃のご近所づきあい

が、なによりも大切です。 

地域活動や行事への参加を通じて、みん

なで心のかよいあう地域をつくりましょう！ 

自治会・町内会加入申込書 

自治会・町内会に加入します。 

  令和  年  月  日 

住所 

氏名 

電話 

 

 

その他 

加入の手続きは、自治会・町内会長、班長等の役員

までお申し出下さい。 

ご自分の自治会・町内会が分からない場合は、所沢

市役所地域づくり推進課にお問合せください。 


 

 

 

この条例は、人と人とのつながりや

絆を実感できるまちづくりの中心的

な担い手である自治会等への加入と

参加を促進し、誰もが安心して快適に

暮らすことができる地域社会を実現

しようとするものです。 
 

お住まいの自治会・町内会に関するお問合せは 

各地区まちづくりセンターまで 
 

・松井まちづくりセンター   04-2994-1259 

・富岡まちづくりセンター   04-2942-3110 

・小手指まちづくりセンター  04-2948-1295 

・山口まちづくりセンター   04-2924-1224 

・吾妻まちづくりセンター   04-2924-0117 

・柳瀬まちづくりセンター   04-2944-2113 

・三ヶ島まちづくりセンター  04-2948-1204 

・新所沢まちづくりセンター  04-2924-2955 

・新所沢東まちづくりセンター 04-2943-0909 

・所沢まちづくりセンター   04-2926-9355 

・並木まちづくりセンター   04-2998-5911 

☜所沢市地域がつながる元気な自治会等応援条例を制定しました。 

この条例については裏面をご覧ください 

（平成 26年 6月 30日施行） 

 あなたも地域の 

一員です。 

 検索 元気な自治会 
条例について詳しくは・・・ 



 

 

 

 

健  やか助け合いのまちづくり 

誰もがいつまでも健康でいきいきと暮らせるよう、地域

ではウォーキング事業や、地域包括支援センターが中心と

なり、介護予防教室などを開催しています。 

また、高齢者の方が 

地域で健やかに暮らせ 

るよう高齢者サロンや 

小さなお子さんのいる 

親御さん同士が交流で 

きるふれあいサロンな 

ど、ご近所同士で助け 

合える取組みも行って 

います。 

自治会・町内会では、地域活動のお知らせや市役所か

らの文書を回覧しています。 

また、広報誌を作成して地域への関心を高めていただ

いたり、ホームページを作成して情報共有を行うなど、

地域の実情に合わせて情 

報のあるまちづくりを進 

めています。 

※ 所沢市や所沢市議 

会では、「広報ところざ 

わ」、「ところざわ市議会 

だより」等を発行し情報 

提供を行っています。 

情  報共有のあるまちづくり 

所沢郷土かるたより 

所沢市の木・鳥・花 

安  心・安全のまちづくり 

登下校時の子どもたちの見守りや、空き巣ねらいなどの

犯罪を防ぐため、警察と連携した防犯パトロール、交通事

故を防止するための活 

動や防犯灯の設置を行 

っています。 

 また、災害への備え 

として、避難訓練や防 

災訓練を行い、日頃か 

ら地域の連帯を深める 

取組みを行っています。 

き  れいで快適なまちづくり 

自分たちの住む地域を美しくきれいで快適なまちを維持

するために、自治会・町内会では自主的に清掃活動や資源

回収をはじめとする環境 

美化活動を行っています。 

また、沿道や公園に花 

を植えて憩いの空間をつ 

くるなど地域の方が安ら 

げるまちづくりを行って 

いる団体もあります。 

ふ れあいのあるまちづくり 

会員同士が常日頃からふれあいと交流を深めておくこと

は、災害などいざという時の備えとして有効です。お互い

に顔見知りになるというだけでも、非常時には心強く、安

心感が生まれます。 

自治会・町内会では、 

夏祭りや運動会、三世代 

交流事業など、気軽に参 

加できる各種行事を通じ 

て、地域の絆づくりを進 

めています。 

地域で起きる課題は個人や家庭だけで解決することが困難なものがたくさんあります。ご近所同士で

力を合わせ、様々な活動や取組みを通じて課題の解決を行うことで、会員同士の親睦も深まり、暮らし

への安心感も高まります。 

 日頃からの絆づくりが、東日本大震災時に、被災した方々へ被災していない自治会町内会が炊き出し

を行い、避難所では、そういった団体の長が避難者名簿や必要な支援物資などの情報収集を行い行政に

的確に伝え物資が届いたなど、非常時に大変大きな力を発揮した例がたくさん報告されています。 

こうした様々な取組みを行うことにより、地域の中で自然にルールやマナーが育まれ、きれいなまち

づくりや防犯・防災のまちづくりが進んでいきます。 

 
自治会・町内会と所沢市は、 

住みよいまちづくりのために 

 様々な事業を協働で実施しています。 
 

・回覧文書の配布 

・防犯灯の設置や維持管理 

・防犯パトロール 

・春と秋の環境美化活動 

・リサイクルや資源回収活動 

・避難訓練・防災訓練 

・敬老会の開催 他 

大切です、ご近所づきあい 
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